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(57)【要約】
【課題】　グロメット部材１３の長手状部材保持用の切
れ目１６を貫通した状態でこの切れ目１６に保持される
酸素供給用チューブなどの長手状部材が、切れ目１６の
長さ方向や長手状部材の長さ方向に不測に移動するおそ
れが少なく、長手状部材が切れ目の貫通した状態におい
ても、フードの内部と外部とを連通する隙間を少なくす
ることができる、保育器におけるグロメット構造を提供
する。
【解決手段】　保育器のフードに設けられたグロメット
取り付け部と、このグロメット取り付け部に取り付けら
れたグロメット部材１３とを備えている。そして、上記
グロメット部材１３が、酸素供給用チューブなどの長手
状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保
持用の切れ目１６を有している。また、長手状部材保持
用切れ目１６が、少なくとも１個のほぼＳ字（換言すれ
ば、ほぼサインカーブ）の形状またはほぼ波形の形状に
蛇行した形状に構成されている。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保育器のフードに設けられたグロメット取り付け部と、このグロメット取り付け部に取
り付けられたグロメット部材とを備え、
　上記グロメット部材が長手状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保持用
の切れ目を有する、保育器におけるグロメット構造において、
　上記長手状部材保持用切れ目が、少なくとも１個のほぼＳ字の形状に蛇行した形状に構
成されていることを特徴とするグロメット構造。
【請求項２】
　保育器のフードに設けられたグロメット取り付け部と、このグロメット取り付け部に取
り付けられたグロメット部材とを備え、
　上記グロメット部材が長手状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保持用
の切れ目を有する、保育器におけるグロメット構造において、
　上記長手状部材保持用切れ目が、少なくとも１個のほぼサインカーブの形状に蛇行した
形状に構成されていることを特徴とするグロメット構造。
【請求項３】
　保育器のフードに設けられたグロメット取り付け部と、このグロメット取り付け部に取
り付けられたグロメット部材とを備え、
　上記グロメット部材が長手状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保持用
の切れ目を有する、保育器におけるグロメット構造において、
　上記長手状部材保持用切れ目が、ほぼ波形の形状に構成されていることを特徴とするグ
ロメット構造。
【請求項４】
　上記グロメット部材が、このグロメット部材の外周囲にほぼ沿って上記グロメット部材
に設けられていて上記グロメット取り付け部に取り付けられた厚みの大きい被取り付け部
と、上記長手状部材保持用切れ目に沿って上記長手状部材保持用切れ目の両側にそれぞれ
形成された厚みの小さい一対の保持片部と、上記被取り付け部と上記一対の保持片部とを
面状態で連結している連結部とを備え、
　上記連結部の厚みが、上記被取り付け部から上記一対の保持片部のそれぞれにかけて、
次第にほぼ小さくなるように構成されていることを特徴とする請求項１、２または３に記
載のグロメット構造。
【請求項５】
　上記一対の保持片部のそれぞれの幅が３～１８ｍｍの範囲であり、
　上記一対の保持片部のそれぞれの厚みが０．６～２．５ｍｍの範囲であることを特徴と
する請求項４に記載のグロメット構造。
【請求項６】
　上記一対の保持片部のそれぞれの幅が５～１５ｍｍの範囲であり、
　上記一対の保持片部のそれぞれの厚みが０．９～１．８ｍｍの範囲であることを特徴と
する請求項４に記載のグロメット構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保育器のフードに設けられたグロメット取り付け部と、このグロメット取り
付け部に取り付けられたグロメット部材とを備え、上記グロメット部材が酸素供給用チュ
ーブなどの長手状部材を貫通させた状態で保持するための切れ目を有する、保育器におけ
るグロメット構造に関するものであって、開放型保育器兼用の閉鎖型保育器に適用するの
に最適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　保育器のフードに設けられたグロメット取り付け部と、このグロメット取り付け部に取
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り付けられたグロメット部材とを備え、上記グロメット部材が酸素供給用チューブなどの
長手状部材を貫通させた状態で保持するための切れ目を有する、保育器におけるグロメッ
ト構造は、例えば特許文献１に開示されているように、従来から知られている。また、こ
の特許文献１に開示されているグロメット構造に用いられているグロメット部材は、この
グロメット部材の外周囲（ただし、上縁部を除く外周囲全体）に沿って上記グロメット部
材に設けられている厚さが比較的大きいほぼＵ字形状の被取り付け部を備えている。そし
て、このほぼＵ字形状の被取り付け部は、保育器のフードのグロメット取り付け部に取り
付けられる。また、上記グロメット部材のうちの、このほぼＵ字形状の被取り付け部に囲
まれている部分は、厚さが比較的小さくて、ケーブル類保持部を構成している。なお、本
文において、「ケーブル類」とは、保育器において用いられる酸素マスクなどの各種の器
具のための一本の、もしくは、同径または異径の複数本が束ねられた状態（複数本の束が
蛇腹状などの外被チューブによって被覆されている場合も含む。）のチューブ、ケーブル
、電気コードなどの各種の長手状部材を意味している。
【特許文献１】特表２００１－５１５７５７号公報
【０００３】
　さらに、特許文献１のグロメット部材のケーブル類保持部には、この保持部の上端から
下端部付近までほぼ縦方向に延在している一本の縦型の切れ目と、この縦型の切れ目とそ
れぞれほぼ直交するようにほぼ横方向に延在している複数本の横型の切れ目とから成るケ
ーブル類保持用の切れ目が形成されている。そして、ケーブル類をグロメット部材のケー
ブル類保持部に保持させるときには、ケーブル類の適当箇所を縦型の切れ目に上方から当
てがってこの縦型の切れ目に押し込むように下方に移動させると、ケーブル類は、この縦
型の切れ目と上記横型の切れ目とが交差するほぼ十文字形状の交差部位に導入される。そ
して、ケーブル類は、ケーブル類保持部のうちの、この交差部位を構成している４枚の保
持片部によって、この交差部位付近に弾性的に位置保持される。
【特許文献１】特表２００１－５１５７５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に開示されている、保育器におけるグロメット構造の場合には、ケ
ーブル類がグロメット部材のケーブル類保持部の十文字形状の交差部位（換言すれば、上
記４枚の保持片部）によって弾性的に位置保持する必要があるので、ケーブル類保持部の
厚みをあまり小さくすることができない。このために、グロメット部材のケーブル類保持
部の厚みをあまり小さくすることができないことに伴って、ケーブル類保持部の上記４枚
の保持片部の弾性が比較的乏しくなる。したがって、ケーブル類が上記４枚の保持片部と
の度重なる摺動摩擦によって損傷し易く、また、上記４枚の保持片部による位置保持が確
実には行われないので、ケーブル類が上記縦型の切れ目に沿って下方（場合によっては、
上方）やこのケーブル類の長さ方向に移動し易く、さらには、ケーブル類がケーブル類保
持用の切れ目に挿入されていることに伴って、上記４枚の保持片部の間に生じる隙間が大
きくなるので、閉鎖型の状態になっているフードの内部に上記隙間を通して導入される外
気の量が多くなる。
【特許文献１】特表２００１－５１５７５７号公報
【０００５】
　本発明は、特許文献１の保育器におけるグロメット構造についての上述のような欠点を
比較的簡単な構成でもって解決するようにしたものである。
【特許文献１】特表２００１－５１５７５７号公報
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、その第１の観点によれば、保育器のフードに設けられたグロメット取り付け
部と、このグロメット取り付け部に取り付けられたグロメット部材とを備え、上記グロメ
ット部材が長手状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保持用の切れ目を有
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する、保育器におけるグロメット構造において、上記長手状部材保持用切れ目が、少なく
とも１個のほぼＳ字の形状に蛇行した形状に構成されていることを特徴とするグロメット
構造に係るものである。
【０００７】
　また、本発明は、その第２の観点によれば、保育器のフードに設けられたグロメット取
り付け部と、このグロメット取り付け部に取り付けられたグロメット部材とを備え、上記
グロメット部材が長手状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保持用の切れ
目を有する、保育器におけるグロメット構造において、上記長手状部材保持用切れ目が、
少なくとも１個のほぼサインカーブの形状に蛇行した形状に構成されていることを特徴と
するグロメット構造に係るものである。
【０００８】
　さらに、本発明は、その第３の観点によれば、保育器のフードに設けられたグロメット
取り付け部と、このグロメット取り付け部に取り付けられたグロメット部材とを備え、上
記グロメット部材が長手状部材を貫通させた状態で保持するための長手状部材保持用の切
れ目を有する、保育器におけるグロメット構造において、上記長手状部材保持用切れ目が
、ほぼ波形の形状に構成されていることを特徴とするグロメット構造に係るものである。
【０００９】
　そして、本発明の上記第１～第３の観点における１つの態様によれば、上記グロメット
部材が、このグロメット部材の外周囲にほぼ沿って上記グロメット部材に設けられていて
上記グロメット取り付け部に取り付けられた厚みの大きい被取り付け部と、上記長手状部
材保持用切れ目に沿って上記長手状部材保持用切れ目の両側にそれぞれ形成された厚みの
小さい一対の保持片部と、上記被取り付け部と上記一対の保持片部とを面状態で連結して
いる連結部とを備え、上記連結部の厚みが、上記被取り付け部から上記一対の保持片部の
それぞれにかけて、次第にほぼ小さくなるように構成されている。また、本発明の上記第
１～第３の観点における上記１つの態様においては、上記一対の保持片部のそれぞれの幅
が３～１８ｍｍの範囲であり、上記一対の保持片部のそれぞれの厚みが０．６～２．５ｍ
ｍの範囲であるのが好ましい。この場合、上記一対の保持片部のそれぞれの幅が５～１５
ｍｍの範囲であり、上記一対の保持片部のそれぞれの厚みが０．９～１．８ｍｍの範囲で
あるのがさらに好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１～３に係る発明によれば、グロメット部材の長手状部材保持用の切れ目を貫通
した状態でこの切れ目に保持される長手状部材が、上記切れ目の長さ方向に不測に移動し
たり、この長手状部材の長さ方向に不測に移動したりするおそれが少ない。また、切れ目
の両側部分の厚みを比較的薄くすることが可能であるので、長手状部材が切れ目を貫通し
た状態においても、フードの内部と外部とを連通する隙間を小さくすることができる。
【００１１】
　また、請求項４に係る発明によれば、一対の保持片部によって長手状部材を両側から程
よい弾性力でもって確実に保持することができるので、フードの内部と外部とを連通する
隙間をさらに小さくすることができる。また、長手状部材が一対の保持片部との度重なる
摺動摩擦によって損傷するおそれが少ない。
【００１２】
　さらに、請求項５および６に係る発明によれば、一対の保持片部の厚みが小さいので、
フードの内部と外部とを連通する隙間を一層小さくすることができ、また、長手状部材が
一対の保持片部との度重なる摺動摩擦によって損傷するおそれをさらに少なくすることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
つぎに、本発明を開放型保育器兼用の閉鎖型保育器に適用した一実施例を、「１、保育器
全体の概略的な説明」および「２、グロメット構造の説明」に項分けして、図面を参照し
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つつ説明する。
【００１４】
１、保育器全体の概略的な説明
　保育器１は、図１および図２に示すように、平面的に見てほぼ長方形状などの基台２と
、この基台２のほぼ外周囲に沿って立設されているほぼ直方体形状などのフード３とを備
えている。また、基台２上には、臥床架（図示せず）が配置され、この臥床架上には、未
熟児などの児４が収容されて保育される。そして、フード３は、全体としてほぼ透明であ
ってよく、前側の壁部５、後側の壁部６、頭側の壁部７および脚側の壁部８をそれぞれ備
えている。また、前側の壁部５は、処置窓を構成しているので、その下端部を支点として
外側に向かって往回動し得るように構成されている。さらに、前側の壁部５および後側の
壁部６には、左右一対などの手入れ窓１１が配置されていてよい。
【００１５】
　フード３は、図１および図２に示すように、天面フード１２をさらに備えている。また
、この天面フード１２は、伸縮可能な支柱、駆動用チェーン、電動モータなどの駆動機構
（何れも図示せず）によって、上下方向に往復駆動されるように構成されている。そして
、天面フード１２が図１に示すように下降位置まで移動したときには、保育器１は、閉鎖
型保育器として機能する。また、天面フード１２が図２に示すように上昇位置まで移動し
たときには、保育器１は、開放型保育器として機能する。さらに、フード３の頭側の壁部
７、脚側の壁部８などには、グロメット部材１３がそれぞれ取り付けられている。そして
、図示の実施例においては、人工呼吸器を用いて児４に酸素を供給するための酸素マスク
４の酸素供給用チューブ１５がフード３の外部からグロメット部材１３のケーブル類保持
用の切れ目１６を通してフード３の内部に導き入れられている。したがって、この酸素供
給用チューブ１５は、吸気用、呼気用などの複数本のチューブが束ねられた状態でもって
蛇腹状の外被チューブによって被覆されたものであってよい。
【００１６】
なお、グロメット部材１３およびその取り付け構造については、次項（すなわち、「２、
グロメット構造の説明」の項）において詳細に説明するので、グロメット部材１３および
その取り付け機構についての詳細な説明は、この項では省略する。さらに、グロメット部
材１３およびその取り付け機構以外の保育器１の構成は周知のものであってよく、また、
グロメット部材１３およびその取り付け構造以外の保育器１の構成の詳細は本発明の要旨
ではないので、その詳細な図示および詳細な説明は、本文においては省略する。
【００１７】
２、グロメット構造の説明
　図１および図２に示す保育器１のフード３（具体的には、頭側の壁部７および脚側の壁
部８）に取り付けられているグロメット構造２１は、図３～図９に示すように、グロメッ
ト部材１３と、このグロメット部材１３を保育器１のフード３に取り付けるために、この
フード１３に設けられたグロメット取り付け部２２とを備えている。そして、グロメット
部材１３は、図３に示すように、シリコーンゴムなどの合成ゴム、天然ゴム、シリコーン
樹脂、ビニル樹脂などの合成樹脂などの比較的軟質の弾性材料から一体成形されることに
よって、正面から見て上下方向に細長くかつ中実であるほぼＵ字形状に構成されていてよ
い。
【００１８】
　グロメット部材１３は、図３に示すように、つぎの（ａ）項～（ｄ）項に記載の部分を
備えている。
（ａ）正面から見てグロメット部材１３の外周囲に沿って上下方向に細長いほぼＵ字形状
に構成されている被取り付け部２３、
（ｂ）この被取り付け部２３の左右一対の上端部の間をほぼ延在している上縁部２４、
（ｃ）正面から見て上記グロメット部材１３のほぼ中央部分を上縁部２４から被取り付け
部２３のほぼ半円形状の下縁部２５付近まで延在しているケーブル類支持部２６、および
（ｄ）被取り付け部２３とケーブル類支持部２６とを連結するために、両者の間隙を面状
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態で埋めるように両者の間に延在している連結部（換言すれば、面状連結部）２７。
【００１９】
　グロメット部材１３の被取り付け部２３は、図６～図８に示すように、断面がほぼＵ字
状（換言すれば、ほぼコ字状）の被取り付け部本体３１を備えている。そして、この被取
り付け部本体３１は、被取り付け部２３の外周囲のほぼ全体に沿って延在しているので、
正面から見て上下方向に細長いほぼＵ字形状に構成され、このために、図３に示すように
、左右一対の腕部３２ａ、３２ｂを備えている。また、被取り付け部本体３１の左右一対
の腕部３２ａ、３２ｂの前後一対の長板形状部３３ａ、３３ｂの中間部分の内側には、前
後一対の上側係止部３４ａ、３４ｂおよび前後一対の下側係止係部３５ａ、３５ｂがそれ
ぞれ形成されている。そして、長板形状部３３ａ、３３ｂの上端部付近の内側にも、前後
一対の係止部３６ａ、３６ｂがそれぞれ形成されている。なお、図示の実施例においては
、係止部３４ａ、３４ｂ、３５ａ、３５ｂは、図３、図４、図７および図８に示すように
、長板形状部３３ａ、３３ｂから外方に向かって斜め上方に突出した状態でもって、これ
らの長板形状部３３ａ、３３ｂと一体に形成されている。また、係止部３６ａ、３６ｂは
、長板形状部３３ａ、３３ｂの上端部の下面からほぼ下方に向かって突出した状態でもっ
て、上端部と一体に形成されている。
【００２０】
　グロメット部材１３の上縁部２４の左右方向におけるほぼ中央部分には、切れ目３７が
形成されている。また、ケーブル類支持部２６にも、上端部から下端部付近までほぼ蛇行
しながら上下方向に延在している切れ目３８が形成されている。そして、これらの切れ目
３７および切れ目３８によって、グロメット部材１３のケーブル類保持用の切れ目１６が
構成されている。また、切れ目３８の下端部には、ほぼ水平方向に延在している切れ目３
９も、この切れ目３８に対してほぼ逆Ｔ字状になるようにほぼ直交した状態で連なって形
成されている。さらに、切れ目３８（換言すれば、ケーブル類保持用の切れ目１６）は、
図３に示すように、ほぼ波形の形状（換言すれば、複数個の（換言すれば、１個よりも多
い）ほぼＳ字の形状をつなぎ合わせた形状または１個のほぼＳ字の形状、さらに換言すれ
ば、複数個の（換言すれば、１個よりも多い）ほぼサインカーブの形状をつなぎ合わせた
形状または１個のほぼサインカーブの形状）であってよい。この場合、ほぼＳ字の形状お
よびほぼサインカーブの形状のそれぞれは、左右方向（換言すれば、切れ目３８の長さ方
向に延在している中心線Ｌとは直交する方向）において偏平になるように構成されている
のが好ましい。また、切れ目１６、３８は、中心線Ｌから左側または右側にそれぞれ突出
している２個以上のほぼ円弧状の突出部分をつなぎ合わせた連続曲線であるのが好ましい
。
【００２１】
　切れ目３８（換言すれば、ケーブル類保持用の切れ目１６）は、図示の実施例において
は、これらの切れ目１６、３８の長さ方向に延在している中心線Ｌの左右両側を合わせて
、図３に示すように約４．５個のほぼ円弧状の突出部分４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄ
、４１ｅを有している。ただし、円弧状突出部分４１ｅは、残りの円弧状突出部分４１ａ
～４１ｄの約半分である。そして、切れ目１６、３８がそれぞれ有する円弧状突出部分４
１ａ～４１ｅの個数は、実用性の観点から見て一般的に、２～９個の範囲であるのが好ま
しく、３～７個の範囲であるのがさらに好ましい。また、各円弧状部分４１ａ～４１ｄは
、図示の実施例においては、切れ目１６、３８の長さ方向における長さ（換言すれば、円
弧状突出部分４１ａ～４１ｅの幅）Ｗに対する切れ目１６、３８における幅方向の長さ（
換言すれば、円弧状突出部分４１ａ～４１ｅの高さ）Ｈの比（すなわち、Ｈ／Ｗ）が約０
．２５である。そして、この比Ｈ／Ｗは、実用性の観点から見て一般的に、０．１５～０
．６の範囲であるのが好ましく、０．２～０．４の範囲であるのがさらに好ましい。また
、上記幅Ｗは、図示の実施例においては、約３．３ｃｍである。そして、この幅Ｗは、実
用性の観点から見て一般的に、１．５～８ｃｍの範囲であるのが好ましく、２．５～６ｃ
ｍの範囲であるのがさらに好ましい。また、上記高さＨは、図示の実施例においては、約
８ｍｍである。そして、この高さＨは、実用性の観点から見て一般的に、３．５～２０ｍ
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ｍの範囲であるのが好ましく、６～１５ｍｍの範囲であるのがさらに好ましい。
【００２２】
　グロメット部材１３のケーブル類保持部２７は、図３に示すように、切れ目３８の左右
両側に沿って延在している左右一対の保持片部４２ａ、４２ｂを有している。そして、こ
れら左右一対の保持片部４２ａ、４２ｂは、切れ目３８の下端部において連絡部４３によ
って切れ目３９を部分的に介してつながっている。したがって、左右一対の保持片部４２
ａ、４２ｂも、切れ目３８とほぼ同様に、上方から下方に向かってほぼ蛇行しながらほぼ
帯状に（換言すれば、ほぼ等幅で）延在している。なお、左右一対の保持片部４２ａ、４
２ｂのそれぞれの幅は、図示の実施例においては、約９ｍｍである。そして、この幅は、
実用性の観点から見て一般的に、３～１８ｍｍの範囲であるのが好ましく、５～１５ｍｍ
の範囲であるのがさらに好ましい。また、左右一対の保持片部４２ａ、４２ｂのそれぞれ
は、図７および図８に示すように、図示の実施例においては、全体的にほぼ等厚に構成さ
れていて、これらのそれぞれの厚みは、約１．２ｍｍである。そして、これらのそれぞれ
の厚みは、実用性の観点から見て一般的に、０．６～２．５ｍｍの範囲であるのが好まし
く、０．９～１．８ｍｍの範囲であるのがさらに好ましい。
【００２３】
　グロメット部材１３の被取り付け部２３の取り付け部本体３１は、図７および図８に示
すように、一対の長板形状部３３ａ、３３ｂを連結している基板部４３を有している。そ
して、この基板部４３の厚みは、保持片部４２ａ、４２ｂの厚みに較べて十分に厚く構成
されている。また、面状連結部２７は、基板部４３（換言すれば、取り付け部本体３１、
さらに換言すれば、被取り付け部２３）から保持片部４２ａ、４２ｂにかけて、その厚み
が次第に小さくなるように構成され、保持片部４２ａ、４２ｂの近傍では、保持片部４２
ａ、４２ｂとほぼ等厚になっている。また、グロメット部材１３の上縁部２４も、図５に
示すように、その両端部から切れ目３７にかけて、その厚みが次第に小さくなるように構
成され、切れ目３７の近傍では、保持片部４２ａ、４２ｂのそれぞれとほぼ等厚になって
いる。
【００２４】
　フード３（図示の実施例においては、頭側の壁部７および脚側の壁部８）には、図１お
よび図６に示すように、グロメット取り付け部２２を構成するための開口（換言すれば、
グロメット取り付け用開口）４４が形成されている。そして、これらの開口４４は、壁部
７、８の上端部（換言すれば、端部）において外部に連通している切り込み形状に構成さ
れている。なお、以下においては、脚側の壁部８に取り付けられているグロメット部材１
３の取り付け構造について図１、図２および図６を参照しつつ説明するが、頭側の壁部７
に取り付けられているグロメット部材１３およびその取り付け構造も、脚側壁部８のもの
と実質的に同一であってよい。
【００２５】
　グロメット取り付け用開口４４は、基本的には、図６に示すように、グロメット部材１
３の被取り付け部２３の連結部４３の外周囲にほぼ沿った形状を有している。ただし、こ
の開口４４は、被取り付け部２３の左右一対の腕部３２ａ、３２ｂの上端部付近（係止部
３６ａ、３６ｂを含む。）、上側係止部３４ａ、３４ｂおよび下側係止部３５ａ、３５ｂ
にそれぞれ隣接する部分では、切り込み形状の小開口４５ａ、４５ｂ、４６ａ、４６ｂ、
４７ａ、４７ｂをそれぞれ有している。そして、これらの小開口４５ａ、４５ｂ、４６ａ
、４６ｂ、４７ａ、４７ｂは、開口４４の一部を構成するように、開口４４に連通してい
る。
【００２６】
　グロメット部材１３を脚側の壁部８のグロメット取り付け部２２に取り付けるときには
、グロメット部材１３をその下端部からグロメット取り付け用開口４４に挿入してこの開
口４４に嵌め込む。この場合、脚側壁部８のうちの、開口４４の周囲に沿った部分が、グ
ロメット部材１３の被取り付け部２３の左右両側の腕部３２ａ、３２ｂの外周溝４８ａ、
４８ｂおよび下縁部２５の外周溝４９（図４および図７参照）にそれぞれ嵌め込まれる。
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また、グロメット部材１３の上記挿入の際には、下側の係止部３５ａ、３５ｂおよび上側
の係止部３４ａ、３４ｂは、前後方向に互いに間隔を広げながら脚側壁部８のうちの開口
４４の周囲に沿った部分を下方に摺動して、小開口４７ａ、４７ｂ、４６ａ、４６ｂにそ
れぞれ嵌め込まれる。そして、被取り付け部２３の左右一対の腕部３２ａ、３２ｂの上端
部および係止部３６ａ、３６ｂは、小開口４５ａ、４５ｂにそれぞれ嵌め込まれて、図２
および図６に示すように、上縁部２４の上面が脚側壁部８の上面とほぼ面一になる。
【００２７】
　上述の取り付け操作によって、図２および図６に示すように、グロメット部材１３をフ
ード３に取り付けることができるので、この取り付け状態（換言すれば、保育器１が図２
に示すように開放型保育器として機能している状態）においては、ケーブル類１５をフー
ド３の外側上方からグロメット部材１３の切れ目１６を通してフード３の内部に導き入れ
ることができる。具体的には、ケーブル類１５の適当箇所を上縁部２４の切れ目３７に上
方から当てがって切れ目３７に押し込むように下方に移動させると、ケーブル類１５は、
この切れ目３７からケーブル類保持部２６の切れ目３８に導入される。そして、このケー
ブル類１５は、比較的弾性の大きい一対の保持片部４２ａ、４２ｂによって、適当位置に
弾性的に保持される。また、一対の保持片部４２ａ、４２ｂの切れ目３７側には、互いに
嵌り合うように構成されたほぼ円弧状の凹部およびほぼ円弧状の凸部が設けられている。
このために、ケーブル類１５は、一対の保持片部４２ａ、４２ｂによって、程よい弾性力
でもって支持されるので、上方または下方に不測に移動したり、このケーブル類の長さ方
向に不測に移動したりするおそれがなく、したがって、ケーブル類１５が一対の保持片部
４２ａ、４２ｂとの度重なる摺動摩擦によって損傷するおそれがない。さらに、一対の保
持片部４２ａ、４２ｂが薄くてその弾性が大きいので、ケーブル類１５が切れ目３７に挿
入されている状態でも、保育器１が図１に示すように閉鎖型保育器として機能していると
きに、フード３の内部と外部とを連通する隙間（換言すれば、ケーブル類１５の上記挿入
によって一対の保持片部４２ａ、４２ｂの間に形成される隙間）をできるだけ小さくする
ことができる。このために、保育器１が、閉鎖型保育器として機能しているときに、フー
ド３の内部に上記隙間を通して導入される外気をできるだけ少なくすることができる。
【００２８】
　上述のとおりであるから、図示の実施例に示すグロメット構造２１は、開放型保育器兼
用の閉鎖型保育器１に適用するのに特に好適である。具体的には、ケーブル類１５は、保
育器１が開放型保育器として機能しているときに、ケーブル類保持部２６に上述のように
きわめて簡単な操作でもって保持されることができる。それでいて、保育器１が閉鎖型保
育器として機能しているときには、上述のように、フード３の内部への外気の導入をでき
るだけ少なくすることがきる。なお、酸素マスク１４などの比較的大きな器具類がケーブ
ル類１５の先端部側に取り付けられていないときには、ケーブル類１５の先端部をフード
３の外側から切れ目３８に差し込むことによって、ケーブル類１５を一対の保持片部４２
ａ、４２ｂの間に保持させることも可能である。
【００２９】
　以上において、本発明の一実施例について詳細に説明したが、本発明は、この実施例に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に基づいて各種の変更
および修正を施されることが可能である。
【００３０】
　例えば、上述の実施例においては、グロメット部材１３をフード３の取り付け部２２に
中心線Ｌがほぼ垂直になるように取り付けた。しかし、この取り付けは、中心線Ｌがフー
ド３に対して傾斜した状態またはほぼ水平な状態で取り付けることができ、このように傾
斜した状態で取り付ける場合には、グロメット部材１３の上縁部２４が中心線Ｌに対して
ほぼ直交している必要は必ずしもなく、傾斜していてもよい。
【００３１】
　また、上述の実施例においては、フード３のグロメット取り付け部２２のグロメット取
り付け用開口４４を切り込み形状にして、グロメット部材１３の上縁部２４（換言すれば
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た。しかし、切れ目１６が外部に露出している必要は必ずしもないので、グロメット取り
付け用開口４４は閉ループ形状であってもよく、この場合、比較的大きな器具類１４は取
り付けられていないケーブル類１５の先端部または基端部をフード３の外側または内側か
ら切れ目１６に差し込むことによって、ケーブル類１５を一対の保持片部４２ａ、４２ｂ
の間に保持させることができる。
【００３２】
　さらに、上述の実施例においては、開放型保育器兼用の閉鎖型保育器に本発明を適用し
たが、本発明は、開放型保育器にも適用することができる。また、本発明は、場合によっ
ては、閉鎖型保育器や搬送用保育器などにも適用することができ、この場合には、天面フ
ード１２のうちの、グロメット構造２１にほぼ対応する部分などを、上方などに開放可能
なグロメット挿入用の開閉蓋によって構成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明を開放型保育器兼用の閉鎖型保育器に適用した一実施例における保育器の
、閉鎖型の状態での斜視図である。（実施例１）
【図２】図１の保育器の開放型の状態での図１と同様の斜視図である。（実施例１）
【図３】図１に示すグロメット部材の、保育器の外側から見た正面図である。（実施例１
）
【図４】図３のグロメット部材の左側面図である。（実施例１）
【図５】図３のグロメット部材の上面図である。（実施例１）
【図６】図４のＡ－Ａ線に沿った断面図である。（実施例１）
【図７】図３のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。（実施例１）
【図８】図３のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。（実施例１）
【図９】図３のＤ－Ｄ線に沿った断面図である。（実施例１）
【符号の説明】
【００３４】
１　　　開放型保育器兼用の閉鎖型保育器（保育器）
３　　　フード
１３　　グロメット部材
１５　　酸素供給用チューブ（ケーブル類、長手状部材）
１６　　ケーブル類保持用切れ目（長手状部材保持用切れ目）
２１　　グロメット構造
２２　　グロメット取り付け部
２３　　被取り付け部
２７　　面状連結部（連結部）
４２ａ　保持片部
４２ｂ　保持片部
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